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械
民
的
活
跡
に
於
け
る
政
治
的
支
酪
に
就
て

植
民
的
活
動
に
於
け
る

政
治
的
支
配
に
就
て

ー
植
民
的
活
動
の
木
質
l

持

金

良E

一
周
家
及
園
民
の
封
植
民
地
活
動
は
共
の
主
た
る
形
態
に
於

で
は
政
治
活
動
及
経
済
活
動
で
あ
る
。
幾
多
の
植
民
地
問
題
は

斯
る
荷
動
を
植
軸
と
し
て
生
起
す
る
。
而
し
て
斯
る
活
動
の
枇

曾
的
意
義
を
採
り
、
斯
る
問
題
の
疋
首
な
る
理
解
に
到
達
す
る

た
め
に
は
、
経
済
的
利
袋
の
取
得
を
め
ぐ
っ
て
経
済
活
動
と
政

治
活
動
と
が
相
互
に
関
聯
す
る
の
事
貨
や
把
握
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
今
此
雨
者
一
を
一
括
し
て
植
民
的
活
動
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

植
民
的
活
動
生
起
の
原
因
は
共
主
穫
の
経
済
的
利
益
の
遁
求
に

求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
ゐ
利
盆
追
求
を
通
じ
て
の
み
爾
種



の
活
動
は
羽
賓
に
相
互
に
関
聯
す
る
。

今
こ
の
関
聯
に
着
服
し
っ
、
主
と
し

τ政
治
活
動
の
方
面
に

一
瞥
ぞ
興
ふ
る
の
が
本
篇
の
目
的
で
あ
る
。

こ
白
政
治
と
経
済
と
の
関
係
を
明
瞭
に
表
現
し
た
る
植
民
政
策
事

者
は
タ
ぃ
。
殊
に
植
民
地
或
は
植
民
(
的
活
動
)
の
栴
念
の
規
定
に
於

で
之
を
表
出
し
た
ゐ
撃
者
は
少
い
。
併
乍
例
へ
ば
内
問
一

F

宮
内
田
知
パ

植
民
地
概
念
白
規
定
に
蛍
っ
て
何
等
ζ

の
監
に
燭
h

い
て
は
居
な
い
が

現
白
英
の
著
作
の
会
慢
を
通
じ
て
取
扱
へ
る
庭
は
、
と
の
関
聯
を
忘

却
し
て
は
居
な
い
の
で
あ
る
。
同
2
5
S
D
L
m
曹
は
寧
ろ
初
期
目
著

作
、
に
於
て
不
完
全
乍
ら
之
を
表
現
L
て
届
る
。
日
〈
「
勢
カ
範
固
な

る
語
は
、
最
古
同
義
に
於
て
回
、
強
固
闘
が
特
に
人
命
及
扱
資
に
到
し

て
責
任
を
持
ち
、
且
経
済
的
援
展
の
一
帯
遣
の
た
め
に
政
治
的
勢
カ
を

用
ふ
る
地
域
に
閥
7
h
o」

此
関
聯
に
劃
す
る
研
究
は
遁
常
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
外
白
文
献
に
な

さ
れ
て
居
る
。

植
民
地
に
於
て
も
通
常
は
経
済
的
利
袋
は
経
済
的
活
動
を
遁

じ
て
取
得
さ
れ
る
。
然
ら
ば
経
済
的
利
袋
は
政
治
活
動
と
如
何

様
に
関
係
す
る
か
。

先
づ
植
民
地
に
謝
す
る
政
治
活
動
が
直
接
に
経
済
的
利
揺
巻

資
す
揚
合
が
あ
る
。
此
揚
合
政
治
活
動
は
経
済
活
動
と
直
接
に

楠
民
的
活
動
に
於
け
る
政
治
的
支
配
に
就
て

は
無
関
係
で
あ
る
。
次
に
は
政
治
活
動
が
経
済
的
利
盆
の
た
め

に
経
済
活
動
と
直
接
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
何
れ

に
も
属
せ
ざ
る
部
分
は
経
済
活
動
と
如
何
に
関
係
す
る
か
。
其

は
寅
は
間
接
の
閥
係
た
る
に
止
ま
る
。
吹
に
政
治
荷
動
は
全
躍

と
し
て
経
済
活
動
と
間
接
に
関
係
す
る
。

(
之
丞
恨
に
虞
哉
の
一
閥

係
と
い
ひ
、
前
回
も
白
を
狭
義
の
閥
係
と
い
ふ
〉
。
而
し
て
斯
る
間
接

の
聞
係
と
直
援
の
関
係
及
無
関
係
は
、
其
等
の
聞
の
相
互
の
趨

営
な
る
配
分
に
従
っ
て
、
最
大
の
経
済
的
利
径
を
生
む
べ
き
方

向
に
向
P
J

事
を
、

国
家
は
植
民
地
政
治
活
動
に
嬰
求
す
る
め
で

あ
る
。
尤
も
之
等
開
係
の
配
置
は
植
民
地
の
性
質
に
従
て
共
の

態
様
を
大
艦
上
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
例
之
、
間
際
法
上
の
保

護
凶
に
謝
す
る
揚
合
は
、
政
治
活
動
は
経
済
活
動
と
先
き
の
意

味
の
直
接
の
無
闘
係
を
生
十
る
事
少
く
、
直
接
の
闘
係
が
章
一
要

な
る
位
置
そ
占
む
る
の
で
あ
る
。
園
際
法
上
に
於
て
何
等
か
の

従
属
性
や
認
め
ら
れ
た
る
以
外
の
地
域
に
射
し
て
吾
人
が
植
民

地
な
る
語
ぞ
遁
蛍
に
使
用
し
得
べ
き
場
合
に
於
て
は
、
該
地
域

に
謝
す
る
一
園
の
政
治
活
動
は
、
経
済
活
動
と
夏
に
若
大
な
る

直
接
の
関
係
を
保
つ
の
で
あ
る
。
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械
民
的
活
動
に
於
け
る
政
治
的
支
聞
に
就
で

一
般
に
航
民
地
仁
謝
す
る
活
動
に
於
て
政
治
と
粧
仰
と
の
関

聯
を
主
張
す
る
は
、
こ
の
康
き
意
味
に
於
け
る
間
接
的
関
係
を

指
稽
す
る
に
他
な
ら
ぬ
。
此
開
係
は
歴
史
的
に
幾
多
の
形
態
ぞ

採
っ
た
し
、
叉
共
が
自
己
完
成
の
過
程
1

郎
園
家
の
嬰
求
の
充

分
な
る
充
足
へ
の
過
程
|
に
於
て
も
幾
多
の
様
式
を
経
る
の
で

あ
る
。光

つ
縦
四
川
的
関
係
の
陀
州
南
な
ゐ
時
は
政
治
的
調
係
ち
亦
同
州
精

で
あ
る
。
経
済
関
係
の
複
雑
化
に
伴
ひ
法
的
関
係
の
複
雑
化
国

定
化
を
賓
ら
し
、
政
治
活
動
は
之
に
制
約
さ
れ
て
漸
次
営
初
の

断
簡
的
傾
向
よ
り
複
雑
化
固
定
化
に
向
ひ
、
斯
く
て
政
治
的
閥

係
は
如
何
な
る
揚
合
に
も
経
桝
的
閥
係
と
不
可
離
的
の
も
の
で

あ
る
の
み
な
ら
?
、

一
般
に
平
行
的
比
例
的
で
あ
る
と
考
へ
ら

る
加
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
政
治
関
係
は
経
消
関
係
と
先
つ

直
接
の
閥
聯
に
於
て
現
は
れ
、
漸
次
そ
の
複
雑
化
問
定
化
に
従

て
直
接
の
閥
聯
の
部
分
を
減
少
し
、
同
時
に
狭
義
の
間
接
的
関

聯
の
部
分
を
損
大
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
接
的
関
聯
の
部
分

の
繍
大
は
、
政
治
と
経
済
と
の
関
聯
の
認
識
や
困
難
な
ら
し
め

る
。
却
ち
個
h

の
政
治
荷
動
は
、
ニ
、
に
於
て
、
何
等
直
接
に

第
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経
一
肝
的
利
径
を
質
す
べ
き
方
向
。
ぞ
採
ら
ざ
る
事
有
り
得
る
の
み

な
ら
示
、
却
て
此
利
径
を
阻
害
す
る
方
向
に
向
ふ
が
如
〈
見
ゆ

る
揚
合
を
さ
へ
生
宇
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
而
も
炭
義
の
間
接

の
開
係
に
於
て
は
益
々
大
な
る
利
益
を
費
生
す
る
に
至
る
の
却

も
政
治
活
動
は
間
接
に
経
済
祈
動
と
益
，
n
輩
固
な
る
関
聯
を
生

予
る
に
至
る
と
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

印
刷
ゐ
湖
防
が
一
定
の
辺
四
百
に
珂
注
す
る
山
町
は
、
政
治
及
附
町
内

活
動
は
此
閥
聯
に
於
て
植
民
的
活
動
に
柚
開
化
す
る
も
の
と
見
ら

れ
る
。
こ
の
持
化
の
黙
ぞ
何
庭
に
求
む
べ
き
か
、
邸
ち
何
に
其

の
標
識
を
求
む
べ
き
か
に
就
て
は
、
従
来
穏
々
の
異
設
が
存
す

る
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
共
は
政
治
関
係
の
方
向
に
従
っ
て
行
ふ

の
他
は
な
い
。
即
ち
一
園
が
一
定
地
域
〈
社
曾
)
に
封
し
、
経
怖

活
動
の
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
於
て
、
溺
占
的
利
径
を
主
張
し
得
る

粍
室
聞
の
政
治
関
係
が
愛
生
し
、
叉
こ
の
政
治
関
係
に
於
け
る

一
闘
の
勢
力
が
被
支
配
地
域
の
政
治
的
勢
力
に
封
抗
し
て
濁
占

的
利
盆
t
T
保
詮
し
得
る
程
に
章
固
な
る
時
は
、

一
園
の
政
治
的

及
経
神
的
活
動
は
植
民
的
活
動
に
梓
化
す
る
も
の
と
観
ら
ゐ
、

の
で
あ
る
。



こ
の
杭
日
目
的
活
動
が
行
は
る
冶
に
至
る
時
は
該
地
域
を
以
て

杭
民
地
と
い
ふ
。

一
地
域
が
航
民
地
と
化
す
る
や
粧
品
何
的
及
政

治
的
滑
動
は
念
速
の
準
展
を
件
ふ
。
尤
も
此
の
行
き
方
は
近
世

初
期
以
来
の
歴
史
的
形
態
を
一
不
す
も
の
で
は
な
い
。
近
世
初
期

に
於
て
は
、
植
民
的
活
動
は
政
治
的
絞
桝
的
闘
係
の
敵
失
的
唆

化
に
従
て
後
生
せ
し
に
非
守
し
て
、
最
初
よ
り
植
民
的
活
動
と

し
て
鯨
現
し
に
の
で
あ
る
。
従
て
政
治
活
動
は
何
等
直
接
に
粧

油
川
祈
動
に
関
係
せ
令
し
て
政
治
活
動
白
鶴
が
直
に

M
の
無
償
的

取
科
で
去
勺
十
い

ω
で
あ
る
υ

(
重
荷
主
義
時
代
初
れ
於
川
町
る
商
磁
め
誠

践
の
た
め
の
足
場
と
し
て
所
謂
楠
民
地
な
る
も
白
は
此
意
味
の
柿
民
地

で
は
な
い
)

3

此
形
態
は
杭
民
史
の
舞
裏
に
上
る
闘
家
の
移
り
行

合
と
共
に
漸
吠
焚
化
し
、
近
時
に
於
て
は
財
の
無
償
的
取
得
は

る原
。則

無・ と
言命 し
此て

罪財
は政
資の
本形
の式
上舎
に遁
方守 じ
けて
るの
費全
fヒヲT

A2 
h 

閥
0) 

聯
日で

BEあ

て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

斯
く
て
一
般
に
近
時
に
於
け
る
政
治
活
動
は
資
本
の
移
動
仁

伴
っ
て
生
起
す
る
。
而
も
十
九
世
紀
の
末
葉
以
来
の
傾
向
と
し

て
は
、
資
本
の
移
動
は
大
銀
行
の
手
を
遁
じ
て
行
は
れ
る
。
加

梢
民
的
活
動
に
於
け
る
政
治
的
支
既
に
就
て

之
粧
情
的
関
係
の
営
初
じ
於
て
は
、
園
家
の
保
謹
に
基
い
て
相

手
園
の
財
政
に
封
す
る
貸
付
金
と
し
て
移
動
す
る
の
で
あ
る
。

之
が
植
民
地
の
階
程
に
到
達
す
る
や
貸
付
閣
は
相
手
閣
の
財
政

に
謝
す
る
監
督
機
ぞ
掌
握
す
る
。
此
闘
係
は
一
般
に
は
強
固
と

弱
固
と
の
開
係
で
あ
る
。
併
乍
近
時
金
融
資
本
の
勢
力
の
増
大

は
、
金
融
資
本
自
鰹
が
弱
闘
の
財
政
監
督
権
争
掌
握
す
る
事
が

あ
る
。
例
へ
ば
米
国
の
一
念
融
資
本
閣
は
ポ
リ
グ
4
7
の
財
政

に
謝
す
る
支
配
権
争
有
し
て
居
ゐ
。
併
し
此
支
配
檎
は
、
一
世
人

が
岡
家
搬
椅
仁
ヨ
り
探
き
考
察
を
加
ふ
る
時
は
、
国
家
自
慢
の

支
配
と
何
等
別
異
の
も
の
な
ら
ざ
る
事
を
知
り
得
る
で
あ
ら
う

斯
く
解
せ
ざ
る
限
り
、
此
例
の
揚
合
に
於
て
、
米
園
が
チ
ャ
コ

事
件
(
パ
ラ
グ
ワ
イ
府
ポ
リ
グ
イ
ア
紛
争
、
一
九
一
一
八
年
)
に
積
桜
的

調
停
金
提
議
し
・
に
る
根
本
の
理
由
を
稜
見
し
得
な
い
の
で
あ

る。
一
園
が
他
の
地
域
を
寧
ろ
商
品
の
轍

m地
と
し
、
之
に
梢
民

的
活
動
巻
行
ふ
時
は
、
此
政
治
関
係
は
別
具
の
形
態
守
探
る
。
a

即
ち
該
地
域
に
闘
し
て
雨
園
の
聞
に
強
固
園
民
の
替
業
・
定
住
・

移
持
・
移
入
の
自
由
が
認
め
ら
ゐ
泊
の
で
あ
る
。
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植
民
的
精
勤
に
於
け
る
政
治
的
支
砲
に
疏
で

斯
く
て
安
本
の
輸
出
地
た
る
と
商
品
の
輪
出
地
た
る
と
何
れ

の
場
合
を
聞
は
守
新
る
政
治
的
支
配
は

l
邸
ち
政
治
活
動
の
全

慢
性
に
於
て
は
|
共
支
配
が
植
民
地
の
個
人
に
封
し
直
接
に
及

ぷ
事
あ
り
、
叉
間
接
に
及
ぶ
事
が
あ
る
。
例
之
園
際
法
上
の
保

護
園
の
揚
合
に
於
て
は
、
能
保
護
国
の
政
治
的
支
配
は
植
民
地

の
個
人
に
封
し
て
直
接
に
及
ぶ
事
な
く
、
保
護
関
政
府
の
統
治

へ
の
支
配
を
漣
じ

τの
み
個
人
口
支
配
の
枚
田
市
ぞ
及
一
ほ
?
の
で

あ
る
。
植
民
地
が
母
園
の
領
土
叉
は
租
借
地
叉
は
委
任
統
治
地

〈

c
式
)
た
る
揚
合
に
は
、
支
配
の
妓
呆
は
母
国
の
統
治
機
関
t
q

遁
じ
て
直
接
に
到
達
す
る
。
雨
箇
の
何
れ
の
揚
合
に
於
て
も
、

強
固
の
政
治
的
支
配
は
弱
園
民
(
民
族
)
の
全
汎
の
上
に
向
ふ
の

で
あ
る
。
母
国
に
於
け
る
政
治
は
、
時
と
し
て
階
級
の
利
径
を

反
映
す
る
事
あ
る
が
、
植
民
地
に
劃
す
る
支
配
は
、
被
支
配
民

族
の
一
階
級
の
潟
に
な
さ
る
、
に
非
ホ
し
て
、
全
〈
其
民
族
の

全
穏
に
向
ふ
を
一
般
と
す
る
。
尤
も
植
民
地
自
糧
に
階
級
の
匝

分
が
生
じ
居
る
時
は
一
方
の
た
め
に
な
さ
る
、
事
あ
る
も
、
斯

る
政
治
的
支
配
は
窮
極
に
於
て
母
国
の
に
め
に
他
な
ら
す
、
従

て
此
の
震
に
必
要
な
る
限
り
に
於
て
の
み
植
民
地
の
枇
曾
階
級

第
三
十
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四

と
の
閥
係
を
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。
此
の
故
に
母
関
内
に
於
て

は
図
家
と
民
族
と
の
利
害
は
直
接
の
封
向
ぞ
生
せ
守
し
て
、
園

家
と
防
団
縁
と
の
針
向
ぞ
生
じ
得
る
に
反
し
、
植
民
地
に
於
て
は

支
配
園
家
と
植
民
地
住
民
と
の
利
害
は
直
接
の
封
向
セ
生
守
る

の
で
あ
る
。
此
騎
に
於
て
均
し
く
政
治
的
支
配
と
い
ふ
も
、
母

国
内
と
封
植
民
地
の
揚
合
と
に
於
て
、
其
の
一
位
曾
的
意
義
を
具

に
す
正
い
ふ
ぺ
く
、
比
の
支
配
よ
り
生
歩
ゐ
枇
曾
内
崎
県
の
M
M

態
に
於
て
も
雨
者
自
ら
異
ら
ざ
る
を
得
す
、
植
民
地
支
配
は
ひ

し
ろ
簡
明
な
る
直
裁
な
る
結
果
や
生
起
す
る
の
で
あ
る
。

突
に
此
政
治
的
支
配
は
、
植
民
的
活
動
に
於
て
は
、
経
済
的

活
動
と
揚
所
的
に
一
致
す
る
と
い
ふ
事
を
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
政
治
的
支
配
は
一
般
に
は
経
済
的
利
袋
の
取
得
の
矯
に
生

守
る
に
し
て
も
、
必
宇
し
も
経
済
活
動
と
揚
所
的
民
一
致
す
る

も
の
で
は
な
い
。
邸
ち
被
支
配
地
域
は
必
宇
し
も
共
地
域
に
於

け
る
経
済
活
動
(
政
治
的
支
配
止
白
関
係
に
於
て
の
〉
の
穿
夜
を
、

或
は
一
固
と
該
地
域
と
の
経
済
関
係
(
政
治
的
支
酷
白
地
盤
白
上

に
立
ワ
虞
白
)
の
存
在
令
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
此
揚
合
に

於

τ斯
る
地
域
を
植
民
地
と
言
ふ
は
嘗
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
た
ゾ



植
民
的
活
動
じ
於
て
は
政
治
と
経
済
と
は
揚
所
的
に
一
致
す
る

斯
る
が
故
に
ニ
そ
政
治
も
経
済
も
特
殊
の
形
態
研
一
取
り
、
斯
る

が
故
に
こ
そ
植
民
地
問
題
は
経
済
的
利
害
ぞ
基
底
と
し
、
母
罰

及
母
園
人
と
植
民
地
及
植
民
地
人
と
の
政
治
的
経
済
的
活
動
の

制
札
機
の
遁
程
円
い
溌
生
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
告
考
慮
せ
予
し
て
植
民
地
を
以
て
翠
に
政
治
的
従
属

関
係
の
帯
す
る
地
域
と
す
る
準
設
は
植
民
的
活
動
の
本
質
ぞ
看

過
す
ゐ
事
に
依
て
、

一
見
植
民
地
の
地
的
範
閣
を
明
瞭
に
示
す

が
如
く
見
え
っ
、
次
の
・
如
品
目
、
紛
雑
ぞ
生
ホ
る
の
で
あ
る

U

山
海

上
の
無
人
島
の
如
き
を
も
植
民
地
と
言
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
る
に

至
る
。

ω内
園
植
民
地
(
の
ゆ
豆
古
色
。
二
5
0
2口
同

c-SEF守
口
)

と
遁
常
の
植
民
地
と
の
区
分
の
論
理
的
根
操
「
い
於
て
薄
弱
で
あ

る
。
若
し
内
国
植
民
地
に
特
別
の
統
治
組
織
が
採
ら
る
よ
貯
は

軍
に
政
治
的
従
属
関
係
の
一
標
識
の
み
を
以
て
し
て
は
、
内
図

植
民
地
を
植
民
地
な
ら
歩
と
言
ひ
得
る
根
擦
を
依
く
。
此
雨
者

を
区
別
す
る
事
は
、
斯
る
地
域
に
謝
す
る
統
治
と
植
民
地
に
封

す
る
統
治
と
の
本
質
的
莞
異
を
跡
付
く
る
事
に
依
て
の
み
潟
し

得
ら
る
べ
く
、
翠
な
る
縄
開
局
関
係
の
奥
に
夏
に
根
抵
的
の
も
の

植
民
的
活
動
に
於
け
る
政
治
的
支
問
に
就
て

そ
認
め
ざ
れ
ば
不
可
能
で
あ
ら
‘
ヲ
。

其
は
印
ち
他
民
族
よ
り
得
ら
る
べ
き
経
縄
問
的
利
盆
じ
劃
す
る

欲
求
で
あ
る
。
植
民
地
は
一
の
綜
合
経
済
領
域
ゃ
な
す
地
域
枇

舎
で
あ
り
、
斯
く
て
叉
共
は
母
園
と
は
別
異
の
民
族
の
構
成
す

る
庭
で
あ
る
。
市
し
て
移
住
者
が
新
に
地
域
枇
曾
を
構
成
す
る

時
は
、
漸
次
母
固
と
希
離
的
傾
向
や
辿
わ
母
園
と
別
異
の
民
族

を
構
成
す
る
に
至
っ
て
始
め
て
槌
民
地
|
其
は
遁
常
の
槌
民
地

卸
ち
原
住
民
の
構
成
す
る
吐
曾
と
異
る
ー
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
仰
れ
じ
し
て
も
し
相
民
制
民
船
守
則
異
m
w
も
め
と
見
山
口
ゐ
間

り
、
植
民
地
人
の
擢
利
義
務
の
上
に
於
け
る
母
闘
人
と
の
差
異

及
び
植
民
地
人
の
個
人
並
に
閣
健
行
潟
に
針
す
る
大
な
る
事
貨

上
の
制
限
t
q
説
明
し
得
な
い
と
忠
ふ
。
植
民
地
統
治
上
に
於
け

る
斯
る
特
殊
性
の
褒
現
は
、
そ
の
統
治
様
式
が
母
国
の
経
済
的

利
絡
の
這
求
の
方
向
に
向
っ
て
、
更
に
加
へ
て
被
支
配
者
が
別

異
の
民
族
な
る
事
賓
の
樫
そ
通
し
て
決
定
さ
る
‘
に
図
る
の
で

あ
る
。
内
園
植
民
地
の
統
治
形
態
の
内
地
の
他
地
域
の
共
よ
り

の
差
異
は
、
此
特
使
者
を
遁
じ
て
経
済
的
利
続
を
遁
求
す
る
事

な
く
翠
に
統
治
上
の
事
務
的
便
宜
に
基
く
事
が
多
い
の
で
あ

第
三
十
二
巻

入
七
五

第
五
貌

一ー一一一



柚
民
的
措
動
に
於
け
る
政
品
川
的
支
配
に
就
て

る。政
治
的
従
廟
閥
係
を
主
放
す
る
事
者
に
ス
ノ

I
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

4

5

6

 

シ
ユ
テ
ン
ザ
ル
、
ウ
ヲ

l
、
ケ
プ
ナ

I
、
ラ
ン
チ
、
ツ
エ
ツ
フ
ル
、

ロ
イ
ト

γ
イ
ン
討
が
あ
り
、
其
は
禦
ろ
一
般
の
遁
設
と
さ
れ
て
居
る
。

併
乍
之
等
事
者
に
し
て
政
治
的
従
周
関
係
主
経
済
的
関
係
と
の
有
機

的
闘
聯
を
械
民
概
念
の
内
容
と
せ
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
の
で
あ

玄
w

。
こ
の
政
治
的
従
属
関
係
な
る
表
現
は
次
に
表
現
自
開
の
不
完

みん
m
w
H
M
じ
以
下
m
w
恥
則
合
闘
訓
削
「
ト
恋
斎
す
る
口

一
般
仁
川
似
狛
酌
従

局
関
係
な
る
表
現
は
従
属
す
べ
き
も
の
、
統
一
意
志
の
形
成
を

暗
闇
想
せ
し
め
る
J

役
て
植
民
地
人
の
線
意
を
表
示
す
べ
き
、
機
関

叉
は
方
使
ぞ
有
す
る
植
民
地
に
在
つ
て
は
此
表
現
は
安
常
す
る

も
、
然
ら
ざ
る
植
民
地
に
在
て
は
、
此
表
現
に
制
限
を
加
へ
ざ

る
-
べ
か
ら
ざ
る
場
合
ぞ
生
宇
る
の
で
あ
る
。
即
ち
直
接
続
ム
旧
植

民
地
に
於
て
は
植
民
地
は
自
身
の
統
治
機
関
を
有
せ
す
、
母
国

の
機
闘
の
み
が
植
民
地
に
共
の
延
長
を
有
し
、
此
故
に
此
統
治

機
関
が
母
国
の
統
治
機
闘
に
従
属
す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
の

み
植
民
地
の
従
属
性
を
主
張
し
得
る
の
で
あ
る
。
併
し
斯
る
窓

味
に
於
け
る
従
属
性
は
先
き
の
意
味
の
従
属
牲
と
は
、

古王
原

第
一
一
十
二
巻

八
七
六

第
五
競

四

住
民
の
綿
意
を
考
慮
し
得
る
に
反
し
他
が
之
を
考
慮
す
る
の
徐

地
な
き
貼
に
於
て
、
本
質
的
差
異
を
持
っ
と
考
へ
ら
れ
る
。
従

て
此
混
朝
臨
み
ぞ
川
崎
く
る
た
め
に
は
寧
ろ
支
配
関
係
な
る
表
現
を
以

て
す
る
の
安
首
な
る
ぞ
知
る
の
で
あ
る
。

机
氏
一
的
初
動
に
於

τ絞
掛
川
動
と
政
治
的
支
配
と
や
結
合
せ

ざ
る
守
得
ざ
勺
L
む
る
契
機
は
、

資
木
制
に
於
け
る
自
由
主
義

的
傾
向
よ
り
濁
占
的
傾
向
へ
の
特
化
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
末
葉
以
来
の
原
料
、
販
路
、
運
輸
、
放
資
地
の
抑
制
占

は
此
政
治
的
支
配
を
議
，
n
奪
回
な
ら
し
め
る
。
何
と
な
れ
ば
攻

在
に
於
て
は
、
最
H
十
地
表
の
如
何
な
る
地
域
も
、
共
が
利
川
し

得
ら
る
、
限
り
、
何
等
か
の
岡
町
一
永
の
倒
土
擁
の
客
間
四
な
ら
ざ
る

も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
最
早
分
取
し
得
べ
き
空
地
は

容
し
な
い
。

一
方
資
本
の
膨
脹
と
其
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化

は
平
均
利
潤
率
の
低
下
巻
招
来
す
る
。
之
を
避
け
ん
に
は
商
品

及
資
本
の
輪
出
に
よ
る
の
他
な
く
、
斯
く
て
叉
販
路
及
投
資
、
地

の
不
断
の
掠
大
に
よ
る
の
他
な
く
、
而
じ
て
斯
る
尚
司
聞
及
資
本

は
先
つ
植
民
地
に
輸
出
さ
る
、
と
同
時
に
植
民
地
の
資
本
制
の
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夜
連
を
促
す
が
故
に
、
漸
失
其
の
吸
牧
し
得
ベ
き
飴
地
を
減
守

る
に
至
る
貯
は
、
岡
境
を
越
え
て
他
国
に
侵
入
す
る
他
な
い
の

で
あ
る
。
叉
特
権
を
掌
揖
せ
る
地
域
や
梓
保
す
る
に
め
に
は
政

治
的
支
配
に
よ
る
の
他
な
く
、
他
闘
に
封
抗
し
て
此
地
域
よ
り

の
利
袋
小
}
碓
貨
に
せ
ん
じ
は
、
該
地
の
支
配
櫨
を
竿
握
す
る
事

に
よ
っ
て
閥
ね
の
障
壁
や
設
け
て
外
陥
商
品
争
防
慢
し
、
外
岡

資
本
の
岐
下
d
f
排
除
せ
J
A
r
-
Q
必
得
な
い
の
で
あ
る
。
斯
ゐ
事
態

は
展
'
々
戦
守
へ
山
庄
の
危
険
ぞ
φ
む
。
北
(
は
勢
力
範
閣
と
い
ふ
不

隊
定
な
る
地
阪
に
於
け
る
経
済
的
利
毎
ぞ
廻
っ
て
諸
強
闘
の
間

に
経
済
的
政
治
的
乳
撲
を
愛
生
す
る
場
合
に
著
し
く
然
る
の
で

あ
る
。
此
却
は
植
民
政
策
愚
者
の
均
し
く
指
摘
せ
る
底
で
あ

る。
以
上
簡
箪
な
る
絞
蓮
に
よ
っ
て
植
民
的
活
動
に
於
け
る
政
治

的
支
配
の
経
済
的
活
動
と
の
闘
聯
の
方
面
を
幾
何
か
明
か
に
し

大
。
次
の
問
題
は
此
政
治
的
支
配
と
関
係
し
て
経
済
活
動
が
如

何
な
る
形
態
を
取
ゐ
か
と
い
ふ
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
他
の

機
曾
に
於
て
此
問
題
に
立
入
る
使
宜
の
穏
に
、
如
上
の
記
述
ぞ

綜
括
し
表
干
の
補
完
ぞ
加
へ
て
植
民
的
活
動
を
弐
の
如
く
規
定

植
民
的
活
動
に
於
け
る
政
治
的
支
聞
に
就
亡

し
て
置
か
・

1

植
民
的
活
動
は
他
民
族
よ
り
獲
ら
る
べ
き
終
桝
的
利
条
の
取

得
の
欲
求
に
基
く
初
動
で
あ
る
。
従
て
概
念
的
に
之
令
政
治
的

活
動
或
は
経
済
的
治
動
と
し
て
規
定
す
る
を
得
な
い
。
此
政
治

的
活
動
は
全
際
的
に
は
政
治
的
支
配
が
あ
る
't
見
ら
れ
、
此
政

治
的
支
配
は

l
却
ら
政
治
的
活
動
は
廃
義
の
間
接
竹
に
於
て
は

絞
情
的
所
勤
と
閥
聯
し
、
経
済
的
祈
動
は
政
治
的
支
配
の
地
盤

の
上
に
於
て
の
み
共
の
特
殊
の
形
態
争
取
り
得
る
。
従
て
植
民

的
活
劃
は
、
型
と
し

τは
、
政
リ
山
相
的
活
動
に
始
行
一

τ粧
情
的
活

動
に
完
了
す
る
と
見
る
べ
く
、
従
て
叉
植
民
的
荷
動
は
政
治
と

経
済
と
の
雨
面
を
布
す
る
と
一
一
一
口
ひ
得
べ
く
、
斯
く
見
る
限
り
政

治
的
活
動
及
経
例
的
活
動
は
、
杭
川
氏
的
活
動
の
夫
止
の
而
の
上

に
甑
る
冶
外
的
一
枇
曾
的
表
現
の
形
態
に
他
な
ら
ぬ
。
植
民
的
活

-
動
の
概
念
は
此
附
両
性
の
故
に
政
治
的
活
動
及
経
術
的
活
動
の

概
念
よ
り
も
よ
り
高
き
抽
象
相
に
夜
h

り
と
言
ふ
べ
く
、
斯
る
規

定
に
依
る
時
は
、
攻
賓
の
個
止
の
政
治
的
前
動
及
経
術
的
活
動

は
、
夫
舟
に
一
が
他
と
の
関
係
の
全
勝
牲
の
認
識
に
於
て
の
み

臣
賞
に
植
民
的
所
動
或
は
航
民
的
活
動
の
一
面
と
言
ひ
得
ら

第
二
一
十
二
巻

第
五
披

35. 

八
七
七

P. S Reinsch，“Coloni:tl Government"， p" 16. 
(;， ZopA，“ I王olonienu. Kolunialpolitik"， (I:Iandworter!J. d. Staatswissenschaften， 
3・Auft.，Bd. 5. S. 930) 
1>. L日.ltwein，“Kolonienu. Kolonialpolitilぇj'，(op" cit.， 4. Aufl.， 
782) 

lld・5.S. 

6) 
7) 

8) 



思
奥
哲
撃
に
就
い
て

る
、
の
で
あ
る
。

.. 雇r"I

高盤
活 e
蹴
由民

農々
言E

のせ
形し
態経
に富野
就的
て草1/
の盆
言E 自

主E何
は物
他な
<D 9 
機宇

宍舎円
四覆就
二るて
冊。及

己経

第
三
十
ニ
巻

入
七
人

第
五
時
踊

一
二
六


